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ダウンロードファイル内訳

① 入学手続きガイドブック（本冊子）

② 別紙 提出書類提出先又は回答と提出期日一覧表

③

提出を求める書類
※1）PDFには下記書類が含まれています。印刷の上期日までにご提出ください。
※2）印刷にあたっては必ず片面で印刷してください。

・（書類1）預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

・（書類2）振込依頼書（本校指定の振込用紙）

・（書類3）個人情報取り扱い承諾書

・（書類４）証明書申込用紙（事前記入用紙・任意）

④ 入学時の小児感染症対策についてのお願い

⑤ 健康面及び修学面に関する調査について

⑥ 学生生徒災害傷害保険のご案内

⑦ 学生会館入館のご案内

⑧ 入学前セミナーのご案内（ＡＯ・公募制合格者向け）

⑨ 入学前セミナーのご案内（指定校推薦合格者向け）

【ダウンロード書類一覧】

【注意事項】各提出書類の詳細については、下記及び別紙書類をご確認ください。
① お電話でお問い合わせの際は、各問合せ先へご連絡ください。

② 本校に提出する書類は、期日毎に一括で送付してください。

③ 振込用紙が不足の際は、金融機関の振込用紙をご利用ください。

その際、合格した学校名・受験番号・学生氏名をご記入ください。

Ⅰ．提出書類一覧表
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１．入学式について

日 時：令和8年４月１0日（金）１０時

場 所：青森中央文化専門学校 ３号館（第１体育館）

出校時間：新入生の皆様は、午前９時４０分までに、式場（上記場所）へ入ってください。

交通機関：① ＪＲバス利用者は「モヤヒルズ」「青森公立大学」行きに乗車し、「青森中央学院大学前」バス停下車。

② 市営バス利用者は「モヤヒルズ」「青森公立大学」行きに乗車し、「青森中央学院大学前」バス停下車、

または、「問屋町」行きに乗車し、「問屋町入口」バス停下車。

そ の 他：① 当日は土足での入場が可能ですので、内履きのご用意は不要です。

② 入学式終了後、新入生・父母等対象ガイダンスを実施いたします。

③ 終了予定時刻は１２時です。

④ スーツ着用でご来校ください。

２．各自で手配する書類等について

【卒業証書の写し、もしくは卒業証明書】

出身高等学校の卒業証書の写し＊1、もしくは卒業証明書＊2を取り寄せ提出してください。

入学試験時に提出している場合は不要です。提出の際、右上に受験番号を記入してください。

＊1）卒業証書はA4版となるようコピーしたものを提出してください。

＊2）卒業証明書を高等学校から取り寄せた場合は、原本を提出してください。

【住民票】

「本籍地、筆頭者氏名」の記載を希望し、申請してください。

また、「マイナンバー」「住民票コード」の記載は希望しないでください。

【学生証等に使用する写真】

入学と同時に、本校の学生であることを証明する学生証が交付されますが、その学生証に貼付する写真に

ついては、令和8年３月１0日（火）に開催される「第２回入学前セミナー」にて無料撮影致します。（１２月に開催

した指定校推薦合格者向けの第１回入学前セミナーに欠席した方も３月に撮影致します）

なお、３月１0日（火）の「第２回入学前セミナー」を都合により欠席される方については、下記の①～⑥に注意し、

３月２4日（火）必着で本校まで提出してください。（交付される学生証は卒業まで使用します。）

※開催日については「予定」であるため、日時等決定後に「合格者専用サイト」にてお知らせ致します。

【学生証は卒業まで学内外の様々な場面（試験を受験、図書館入退館、学外実習、就職活動等）で使用します。】

① 無背景・脱帽・スーツ着用、顔がはっきり見えること。

（スピード写真、デジタルカメラ・スマートフォン等での写真は避け、写真店等で撮影した証明書用写真）

② サイズ ４㎝×３㎝

③ 色 カラー

④ 枚数 １枚（写真裏面に入学予定の学校名、受験番号、氏名を記入すること）

⑤ 提出期限 令和8年３月２4日（火）

⑥ 提出方法 上記提出期限までに本校へ郵送（学生寮関係書類以外との同封可）

Ⅱ．入学生連絡事項
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３．テキスト、参考書、教材について

入学後のオリエンテーションにて詳細（配布日等）をお知らせいたします。

４．スクールバスの運行について

平日朝に青森駅前アウガから本校まで、スクールバス(片道のみ)を無料で運行しておりますのでご利用

ください。

・出発時間：平日朝８時

・乗車場所：青森駅前アウガ東側交差点付近

・注意事項：

① 定員になり次第発車しますのでご注意ください。

② 本校から青森駅方面へのスクールバス運行は

ありません。

５．オリエンテーションについて

本校では、新入生全員を対象として専門学校での学習や生活に関する理解を深めるとともに、学生

相互および教職員との親睦をはかり、意義ある学生生活を送ることができるように、入学後、下記の

通りオリエンテーションを実施します。

日 程：令和8年４月１1日（土）・１4日（火）（予定）

場 所：青森中央文化専門学校

内 容：学生生活・建学の精神についての講話、オリエンテーション 他

準備品：入学式にて配布した資料、筆記用具

※１3日（月）は、１1日（土）出校分の振替によりお休みになります。

６．健康診断について

新入生全員を対象に下記の日程で、令和8年度学生定期健康診断を行います。これは、学校保健安全法に

基づいて実施するものですが、自分の健康は自分で守るという積極的な姿勢で、他者への感染予防の

ためにも必ず受診してください。

注 受診していないと各種申請等に必要な「健康診断証明書」が発行できませんので、ご注意ください。

健康診断日程内に受診できなかった場合は、学習支援センター健康管理室へ相談してください。

日 程：令和8年４月11日（土）（予定）

※１3（月）は、１1日（土）出校分の振替によりお休みになります。

場 所：学園内

（※受付時間や持ち物等の詳細については、入学式後に実施する新入生ガイダンスにて説明）

Ⅱ．入学生連絡事項
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７．在学証明書・通学証明書の交付について

■在学証明書について

各種証明書は、書類４「証明書申込用紙（事前記入用紙・任意）」をダウンロードし、予め記入の上、

本校まで郵送にて事前にお申し込みいただきますと、入学式当日に受け取り可能となります。

入学式当日に各種証明書を受け取るには、３月２4日（火）迄に本校着で郵送の上、お申し込み

することをお勧めいたします。なお、電話による受付はしておりません。

入学式当日に申し込まれた証明書は４月１6日（木）の発行となります。

■通学証明書について

ＪＲ（バス・電車）、青森市営バスの定期券を購入する際は、本校発行の通学証明書が必要となります。

本校の証明がなければ学生割引が適用されません。

― 下記注意事項を必ずお読みください ―

１）入学式以降も、平日（月～金）８：４０～１５：００の時間内であれば本校事務窓口にて申込みが可能です。

申し込み日から５日後の発行となっております。

２）証明書の発行・申請は、学生本人が申し込み・受取りの対象となっております。（個人情報保護の観点か

ら、保護者含め第三者からの電話での申込みはお受けできません）

―発行手数料― ◆在学証明書 １通 ３００円 ◆通学証明書 １通 ３００円

８．その他

学習上の説明は入学式後ガイダンスの時間に行います。入学式までのことで不明な点等ございましたら、

ご遠慮なく本校事務局迄お問い合わせください。

また、本校ＨＰ掲載の「合格者専用 お問い合わせフォーム」からもお問い合わせができますので、ご利用

ください。

＜合格者専用 お問い合わせフォームアドレス＞

https://forms.office.com/r/3ZcMRQ6sYR

＜合格者専用 お問い合わせフォーム ＱＲコード＞

＜お問い合わせ先＞

青森中央文化専門学校 事務局

TEL：017-728-0145（代）

FAX：017-757-9907

Ⅱ．入学生連絡事項
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本校では教育方針として「広い教養・深い専門性を身につけること」と「良識ある社会人の育成」の２つを
掲げております。
授業をはじめ学生生活全般を通して、２年間で良識ある行動が身につくよう、挨拶、言葉遣い、服装など

についてアドバイスいたします。

具体的には、次のようなことに留意してください。

１．学校行事（入学式・卒業式・式典）、学外実習、就職活動に着用できるスーツを準備してください。

就職活動ではリクルートスーツを一般的に着用します（男女ともにオールシーズンで着用できる黒
または紺色の無地）。職種によっては、パンツスーツよりもスカートが望ましい場面もあるため、臨機応変
に対応できるようにご準備ください。スカートを着用する場合には、スカートは膝丈の長さ、ワイシャツ・
ブラウスは白または色の薄いものが望ましいでしょう。

２．通常、専門学校で授業を受ける際は、下記のような学生らしい服装をしてください。

・清潔感の感じられるもの。

・華美でないシンプルなもの。（ごく普通なものであまり流行にとらわれないもの）

・過度に肌を出す服装でないもの。

３．入学式等諸行事・学外での実習・就職活動等のための外用靴が必要となります。

・スーツを着用する場合には、スーツに合った靴で黒が望ましく一足は準備してください。

・ヒールのある外用靴を準備する場合には、ヒールの高さが３㎝ほどのシンプルなパンプス黒・紺系を

一足準備してください。

・校舎内は、体育館・トレーニングルーム等室内用のシューズ以外は入室できない場所もありますので、

室内用のシューズも準備してください。

※公務員講座について
本校では、地方公務員および国家公務員、警察官、消防官などを目指すために特別な講座を設けて

います。専門スクールなどで経験を積み、高い評価を受けている公務員試験専門の講師が講座を担当し、

合格へ向けて支援します。

公務員を目指す学生は積極的に参加してください。

Ⅲ．学生生活について
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①

学
費
内
訳

科 目 金 額

②

諸
費
内
訳

科 目 金 額

授業料 360,000円
演習材料費 38,700円

行事費
（研修旅行費含む）

10５,３５０円

教育充実費 65,000円
衛生費 6,000円

校友会入会金 5,000円

施設維持費 65,000円
校友会会費 10,000円

学生会会費 6,500円

合計 490,000円 合計 17１,５５０円

Ⅳ．学費・諸費・履修費について

１．学費・諸費内訳表

Ⅳ．学費・諸費について
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２．振込金額のご案内

下記の通り、学費等の納入についてのご案内を致しますのでご利用ください。
また、本校から納入金額について照会する場合もありますので、領収書等は大切に保管してください。

項目 一括納入の場合
分割納入の場合

１回目納入 ２回目納入

①学費 490,000円 245,000円 245,000円

②諸費 17１,５５０円 171,550円 0円

合計 661,550円 416,550円 245,000円

納入期限 ３月３１日 ３月３１日 １０月３１日

※口座振替の場合は１０月２７日

※高等教育修学支援新制度を申請し、「授業料減免」「給付型奨学金」に該当した方は、お手元に届いた

決定通知の写しを本校へ送付いただいた後、別途納入に関する案内を通知いたします。

学費・諸費等納入にあたって

(1)納入期限が土・日曜日にあたる場合は、翌月曜日を納入期限とします。

(2)学費は、一括納入(年額)が原則ですが、１回目納入は３月３１日まで、２回目納入は10月３1日までの２回に

分割して納入することもできます。１回目納入につきましては、本校指定の振込用紙で納入してください。

但し、２回目納入は10月２７日に口座振替させていただきます。

※一旦納入いただいた学費、諸費は事情の如何にかかわらず返納できません。

(3)諸費は、本校指定の銀行振込用紙で３月３１日までに納入してください。

（但し３月、４月に実施される一部の入学試験合格者は4月1日までに納入してください。）

(4)１回目納入学費及び諸費、学生会館費（納入期限が令和8年３月３１日までの指定のあるもの）を除き、令和

8年４月１日以降の学納金等のすべてを口座振替により納入いただいておりますので、『Ⅵ．口座振替手続

関係書類』をご確認の上、必ず手続ください。

(5) 入学後、学業の継続が困難となり、年の途中で退学を余儀なくされた場合、当該年の授業料・教育充実費・

施設維持費等は、全額納付いただきます。また病気等により止むを得ず休学する場合、授業料は月割で

免除されますが、教育充実費・施設維持費及び諸費は学籍保有中納付しなければなりません。

(6)諸事情により、入学を辞退される場合は、３月３１日午後５時までに申し出をいただければ納付した学費、

諸費を返納いたします。



Ⅴ．Microsoft Officeとタブレットについて
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青森中央文化専門学校（以下、本校）では、入学後に学生のみなさんにお使いいただく

Microsoft Office（マイクロソフト オフィス）を全学生分用意しております。

本校で用意しているものは、Word（ワード）、Excel（エクセル）、PowerPoint（パワーポイ

ント）をはじめ、各種のMicrosoft Officeソフトがすべて利用できます。

本学園では、学生一人一人に在学中使用できるアカウントを作るため、それに付随する上記

Microsoft Office関連ソフトウェアを利用するためのライセンスは、事前にパソコンにインス

トールされているかいないかに関わらず付与されます。

Microsoft Officeソフトは、在学期間中利用が可能です。また、パソコンだけではなく、ス

マートフォンやタブレットでも利用できます。詳細は入学後のガイダンス等で改めてご案内いた

します。

また、上記ライセンスの活用と併せて、対面およびリモート授業、課題やレポート作成、学校や

教員からの連絡など、時代のニーズに合わせた実践的な教育提供および内容充実を進めるた

め、ＰＣまたはタブレットを必携化としております。本校ではApple社iPadを使用しますので、

予めご準備いただくことにつきまして、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

Apple社iPadについては、令和8年３月１０日（火）開催予定の「第２回入学前セミナー」にて

改めてご説明させていただきますので、カラーやストレージ容量、携帯電話ネットワーク接続の

有無等、ご本人の活用度に合わせてご選択いただければと考えております。

もちろん、個人所有の物品となりますので、在学中のみならず卒業後の社会生活シーンも含

めて後日ご検討をいただければ幸いです。

なお、Apple社iPadを既に所持されている方は、令和8年３月１0日（火）開催予定の「第２回

入学前セミナー」へ出席する時にご持参くださいますようお願いいたします。これからご購入

される方に関しましては、購入をお待ちいただきますようお願い申し上げます。

本件に関するご不明点については、以下までお問い合わせください。

本校の教育方針にご理解賜りますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】 青森中央文化専門学校

電話：017-728-0145（代）

e-mail:acabunka@aomoricgu.ac.jp



Ⅵ．口座振替手続き関係書類

１．口座振替手続のお願い

本校では、１回目納入学費、諸費及び学生会館費（納入期限が令和8年３月３１日までの指定のあるもの）を除
き、令和7年４月１日以降の学納金等を原則、口座振替により納入していただいております。以下の留意事項お
よび「預金口座振替依頼書・ 自動払込利用申込書（ダウンロード版）」記入例を参照し記入して下さい。

口座振替依頼書（ダウンロード版）をご利用するあたり、次の点にご留意ください。

○書式、印刷等についての留意事項

次のとおり印刷してください。

・印刷サイズ：日本工業規格Ａ４縦（拡大・縮小印刷は不可）

・印刷色：表裏とも白色、印字は黒色

・紙質：一般的なコピー用紙と同等のもの（感熱紙及びロール紙等は不可）

・印刷：片面印刷

○記入における留意事項

・パソコン等により入力したものはお取り扱いできません。手書きにより記入・押印してください。

・必ず口座名義人の届出印で押印をお願いします。

※ インターネット銀行をご利用する場合、口座開設した際に金融機関届出印の登録をしていない

場合はお届印は不要です。後日、金融機関より承認依頼メールが届きますので、承認することで

登録が完了となります。

・レイアウトを改ざんしたものについてはお取り扱いできません。

・青森銀行・みちのく銀行をご利用の方は、“青森みちのく銀行”とご記入ください。
また、銀行コードは「0117」とご記入ください。

○提出における留意事項
・預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（ダウンロード版）は、必ず本校まで郵送してください。
金融機関、ゆうちょ銀行および郵便局の窓口ではお取り扱いできません。

・金融機関への承認には、金融機関届出印の押印された原本が必要ですので、ＦＡＸ・メール等による
お申込みはできません。

・控えが必要な場合は、ご自身でコピー等をお取りください。

○口座振替手数料 １回（１ヶ月）１４３円（消費税込）を請求時に加算させていただきます。

○登録された口座からの振替は、毎月２７日に行われます。ただし、２７日が土・日・祝日の場合は、翌営業日
となります。

例：２７日が土曜日の場合は２９日の月曜日が振替日となります。

２７日が日曜日で２８日が月曜日祝日の場合は２９日の火曜日が振替日となります。

○口座振替金額は、事前に「学費等の納入について」にて通知致します。

○農林中金及び秋田県、神奈川県などの一部の府県の信漁連・漁協は取扱いができませんので、各金融機関
へお問い合わせください。
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2．「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（ダウンロード版）」記入例

Ⅵ．口座振替手続き関係書類

ご注意
お届印の誤りや印鑑不鮮明で書類が戻るケースが多く見受けられます。印鑑は必
ず金融機関へお届出印を鮮明に押印してください。
※インターネット銀行をご利用する場合の注意点
口座開設の際に、金融機関届出印を登録していない場合は押印不要です。
後日、金融機関より承認依頼メールが届きますので、承認することで登録完了
となります。

フリガナは
必ずご記
入くださ
い。姓と
名の間
は1字開
けてくださ
い。
ﾀﾞやﾄﾞ
など濁点
（゛）が
付く文字
は1字と
して記入
してくださ
い。 貯金通帳の記号・番号をご記入してください。

数字は右づめで記入し、空欄になった部分は “０” で埋めてください。

数字は右づめで記入し、空欄になった部分は “０” で埋めてください。

提出する日付を記入してください。
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Ⅶ．奨学金・教育ローンについて

１．日本学生支援機構 奨学金制度

貸与型奨学金
１）入学前の申込（予約奨学生）

申込は在学している（在学していた）高等学校を通じて行います。
本校入学後も手続がありますので、入学後に必ず必要書類を本校に提出してください。
（入学前に採用決定しますが、本校での手続が無いと、奨学金が支給されません）

２）本校入学後の申込（在学採用）
入学後、４月中旬ごろに説明会を行います。申し込みは、本校を通して行いますので、手続の期限に
遅れないように注意してください。（世帯の収人、高校時の学業成績等の条件により、奨学金を希望して
いても採用されない場合もありますのでご了承ください。）

※高等学校在学時に奨学金の貸与を受けていた方は、在学中は返済を猶予されます。
日本学生支援機構の「奨学金返還の手引き」にあります、「在学届」を入学後、本校事務局に提出してくださ
い。

※この奨学金は、学業を行う意欲のある学生に対する奨学金のため、出席不良等による成績不振者は奨学金
が廃止となりますので、十分注意してください。

※この奨学金は、返済の義務があります。みなさんからの返還金を直ちに後輩の奨学金として貸与する仕組
みとなっており、返還が円滑に行われないと、次の貸与に重大な支障を来すこととなります。日本学生支援
機構の制度は、みなさん一人ひとりが奨学生としての責任を果たすことにより、はじめて成り立ちます。計
画的に貸与を受け、約束どおり必ず返還してください。

※入学手続時に日本学生支援機構の奨学金を増額する、「入学時特別増額貸与奨学金制度」については、日
本政策金融公庫の「国の教育ローン」（後掲）を利用できなかった方が対象になりますので、事前に最寄り
の金融機関・郵便局等でご相談ください。

給付型奨学金
１）入学前の申込（予約奨学生）

申込は在学している（在学していた）高等学校を通じて行います。
本校入学後も手続がありますので、入学後に必ず必要書類を本校に提出してください。
（入学前に採用決定しますが、本校での手続が無いと、奨学金が支給されません）

２）本校入学後の申込（在学採用）
入学後、本校を通して行います。申込に関する説明会を実施しますので、必ず参加し、申し込み手続を行っ
てください。（世帯の収人、高校時の学業成績等の条件により、奨学金を希望していても採用されない場合
もありますのでご了承ください。）

※この奨学金は、学業を行う意欲のある学生に対する奨学金のため、出席不良等による成績不振者は奨学金
が廃止となりますので、十分注意してください。

※令和7年度から多子世帯の学生については、所得制限なく、本校の授業料・入学金を国が定める一定額まで
無償とすることとしています。申込手続き等、詳細については、入学後のガイダンス等でアナウンスする予
定です。なお、個別のお問い合わせに関しては、回答できる情報がありませんので、お控えください。

※その他不明な点がありましたら、本校学務課又は、日本学生支援機構のホームページ

（http://www.jasso.go.jp/）等でご確認ください。
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Ⅶ．奨学金・教育ローンについて

２．その他の奨学金
「青森市奨学金」、「八戸市奨学金」他の入学後募集する奨学金については、学内掲示等によって告知い

たしますが、入学前に募集している奨学金もありますので、在学している高校にお問い合わせください。

３．教育ローン
学校法人青森田中学園では設置運営する青森中央学院大学、青森中央短期大学、青森中央文化専門

学校及び青森中央経理専門学校への入学者の保護者を対象に円滑な学費納入を可能にするため、教育
ローンを紹介しています。

取扱先
(株)オリエント
コーポレーション

(株)ジャックス 三井住友カード(株)

プラン名称
オリコ学費

サポートプラン
ジャックスの教育ローン C-Web学費ローン

融資限度額 ５００万円 ５００万円 ５００万円

返済期間等
・ステップアップ返済
・親子リレー返済

１５年以内
（措置期間含む）

１４年６ヶ月
（措置期間含む）

ホームページ https://x.gd/XAlQ7 https://x.gd/Sjori
https://qr.paps.jp/

aydkW

＊提携教育ローン・・・通常の教育ローンより低金利となっております。

金融機関名 青森みちのく銀行 青い森信用金庫
日本政策
金融公庫

プラン名称 教育ローン 教育ローン 国の教育ローン

融資限度額 ５００万円 １，０００万円 ３５０万円

返済期間等
１０年以内

（措置期間含む）
１６年以内

（措置期間含む）
１５年以内

（措置期間含む）

ホームページ

https://www.am-
bk.co.jp/kojin/loan/
kyouikuloan_hanpuk
u/

https://www.aoimori
shinkin.co.jp/loan/e
ducation/

https://www.jfc.g
o.jp/n/finance/se
arch/ippan.html

◇地方銀行・公的機関の教育ローン

◇学校提携教育ローン

４．利息分を補助する奨学制度「教育ローン利子補給奨学金」
学園では、学生の経済的負担を軽減するため、教育ローンを利用する学生に対して、利息分を補

助する奨学制度があります。（詳しくは本校ホームページをご覧ください。）
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Ⅷ．個人情報について

入学手続及び、入学後提出していただく個人情報については、「学校法人青森田中学園における個人情報
保護の基本方針」に基づき取扱います。下記をご覧になり、
（書類3）「個人情報取扱い承諾書」に記名捺印の上、提出してください。

学校法人青森田中学園における個人情報保護の基本方針

学校法人青森田中学園(以下「学園」という。)は、以下のような方針を定め、個人情報の取扱に留意し、個
人情報の保護に積極的に取組みます。

第１条 個人情報に関する法令等の遵守
個人情報の取扱いにおいて、｢個人情報の保護に関する法律｣（以下「保護法」という。）、文部科学省
告示「文部科学省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」その他の関連法令等を
遵守します。

※個人情報の定義･･･本学園における個人情報とは、以下の種別に定める者の個人に関する情報で、氏
名・性別・生年月日・住所・年齢・続柄・電話番号・電子メールアドレス、その他の記述、
又は在籍番号・受験番号その他の符号で本人を識別できるものとしています。

○ 教育研究活動関係者
園児、学生、保護者・保証人等、卒業生、公開講座等受講者

○ 外来者
入学志願者、資料請求者、施設利用者

○ 教職員及びそれに準ずるもの
教職員（専任・非常勤・パートタイマー等を含む）

○ 教育研究活動協力者および法人事業協力者
実習等教育協力者、研究協力者、協力会社担当者、関係法人等の担当者

第２条 個人情報の取得
学園は、利用目的をできる限り明確にした上で、適正な手段により個人情報を取得します。

第３条 個人情報の利用
学園は、明示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、
個人情報を利用します。
・教務・学生生活支援・就職進路支援等に関する業務
・学業成績等通知、学納金納入通知、教育懇談会運営及び関連通知等に関する業務
・卒業・成績・在籍等の証明等に関する業務
・入学案内、入学試験等に関する業務
・健康管理等に関する業務
・各種統計・調査 大学評価(自己点検評価・外部評価・認証評価等)に関する業務
・資料等発送、諸行事案内等に関する業務
・教育研究活動およびその広報に関する業務
・人事、給与、労務、厚生、採用、保険、財務、および組織運営等に関する業務

第４条 個人情報の同窓会、後援会への提供
学園は、設置校の同窓会および後援会主催事業に関する連絡へ利用するために、
当会へ個人データを提供することがあります。

第５条 個人情報の提供を伴う業務委託
学園は、個人情報の取扱いを含む業務の一部を個人情報の適切な取扱いに関する契約を締結した上

で、外部の事業者に委託することがあります。
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第６条 個人情報の第三者提供
取得した個人情報は、上記以外には、原則として事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。

なお、個人情報保護に関する法律第２３条２項に基づき、利用目的の達成に必要な範囲で学園が承認し、かつ学園
ホームページ等を通じてその内容を公開した場合、個人情報を第三者に提供することがあります。ただし、同ホーム
ページ上に掲載している第三者提供の停止手続をとった場合は提供いたしません。

第７条 個人情報の管理と保護
学園は、個人データの正確性・安全性を確保するために、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

第８条 個人情報の開示・訂正・利用停止等
原則として、本人からの開示請求があり、適正な理由であると担当部署長が判断した場合のみ開示に応じます。
卒業・在学・成績等の証明書による開示は、発行料を徴収いたします。また、電話による問合せ、開示請求には

原則として応じません。開示手続は該当する個人情報の取扱部署が窓口となります。

第９条 組織・体制
学園は、個人情報保護のための学内管理体制を整備し、今後継続的に点検を行うことにより、改善をはかって

いきます。また、学内における個人情報の適正な取扱を徹底するため、教職員に対して継続的に研修を実施する等の
方策を講じます。

第１０条 保護法第７６条（適用除外）への対応
学園は、保護法第７６条第１項第３号で適用除外とされている「学術研究の用に供する目的」で個人情報取り

扱う場合であっても、細心の注意を払うよう徹底をはかります。

附則
この基本方針は、平成１７年１２月 １日から施行します。
この基本方針は、平成２４年 ３月２９日から施行します。
この基本方針は、令和 ２年１２月 １日から施行します。

Ⅷ．個人情報について
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Ⅸ.入学時小児感染症対策について（必須回答）

14

本校では、カリキュラムに学外実習があり、学生個人の健康を守り、かつ実習の対象となる方々への感染を
未然に防止するため、感染症に対する十分な免疫を獲得していることが必要です。

つきましては入学時の対策として、以下①～④の感染症対策へのご理解とご協力をよろしくお願いいたし
ます。但し③につきましては、ワクチン接種不適当者を除きます。

※詳細はダウンロード書類「入学時の感染症対策についてのお願い」をご確認ください。

◆入学時 感染症対策について

①母子手帳等で【麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎】の予防接種歴を確認する（※1）

② ①で確認した予防接種歴をFormsにて申告する【締切：2026年3月31日まで】

下記QRコードよりForms入力画面にアクセスし、予防接種日や罹患の有無等について回答・送信してくだ
さい。

【予防接種歴申告Forms QRコード】

③接種回数が不足する場合、麻疹・風疹それぞれ2回分の予防接種を完了する（※2）
【締切：2026年5月末】

・多くの場合、幼少期に麻疹および風疹の予防接種を完了しています
・諸事情により、麻疹または風疹について、予防接種回数が不足している場合は自費で接種し、入学後に
接種証明書類等の写しを健康管理室に提出してください

④母子手帳等の予防接種欄をコピーし、入学時健康診断の際に提出する
【提出日：2026年4月11日（土） 入学時健康診断 会場にて回収】
※コピーした書類の右下に【学籍番号・氏名・学部または学科】を必ず記載してください

【④提出項目】
≪全員提出≫麻疹ワクチン、風疹ワクチン、またはMRワクチン

≪任意提出≫水痘ワクチン、流行性耳下腺炎ワクチン（おたふくかぜワクチン）

（※1）母子手帳の紛失などにより予防接種記録を確認できない場合、お住まいの市町村窓口にて
予防接種歴を確認できる場合があります。

（※2）麻疹ワクチンまたは、風疹ワクチンの代わりに、MRワクチンの接種でも可としています。

【問い合わせ先】 学習支援センター 健康管理室
〒030-0132 青森市横内字神田12番地

TEL：017-728-8169（学習支援センター直通）
E-mail：checkup@aomoricgu.ac.jp



Ⅹ.健康面及び修学面に関する調査について（保証人または本人必須回答）

15

本校では、何らかの疾病または障がいを抱える学生に対し、修学上必要な支援を行うことで（合理的
配慮の提供等）、より円滑な学生生活を送れる体制を整えています。
つきましては、「健康面及び修学面に関する調査」へ必ず回答してください。

【注意事項】

・疾病や障がいの有無に関わらず、全員必ず回答してください

・回答期限につきましては、ダウンロード書類「健康面及び修学面に関する調査について」をご確認

ください。

→期限までに回答が得られない場合、必要な支援の提供が遅れる場合がございます。
予めご了承ください。

＊現在医療機関にて治療中、または経過観察中の疾病の有無や、合理的配慮希望の有無等について
下記ＱＲコードより回答画面にアクセスし、入力・送信してください。（保証人または本人回答必須）

【健康面及び修学面に関する調査 ＱＲコード】

◆回答を受け、必要と判断した場合、ご連絡させていただきます。

【その他】

調査で知り得た情報は、本学園個人情報保護方針に基づき保護するとともに、支援目的で
使用させていただきますが、緊急を要する場合等に、関係諸機関等への情報提供をさせていただく
ことがございます。予めご了承ください。

【健康面及び修学面に関する問い合わせ先】

学習支援センター

〒030-0132 青森市横内字神田12番地
TEL：017-728-8169（学習支援センター直通）
FAX：017-728-8175（学習支援センター直通）
E-mail： asc@aomoricgu.ac.jp

【相談時間】 ９時～１７時（月曜日～金曜日※祝日を除く）

※事前連絡があれば、時間外の相談も可能です。

※ご相談の際は、入学予定の学校名・学科名・氏名を申し出てください。

mailto:asc@aomoricgu.ac.jp


本校では、事故がなく学生生活を送られるよう、できる限りの努力をいたしておりますが、

近年学生の生活も多様化し、それに伴い学生の事故も多岐にわたっております。

現在、本校で教育を受けている学生のみなさんのために災害傷害保険に加入しております。この

保険は学校行事や正課中など学校管理下にある場合に不慮の事故により、死亡またはケガをした場合に

保障されるというものです。

また通学中・学校施設等相互間の移動中の傷害事故をカバーする通学中等傷害危険担保特約も追加

されています。保険料については、入学後ご連絡いたします。

学生生徒災害傷害保険とは

財団法人専修学校教育振興会が保険契約者となり、損害保険会社（幹事会社：東京海上日動

火災保険株式会社）と一括契約をしています。

※ダウンロード書類「学生生徒災害傷害保険のご案内」をご覧ください。

Ⅺ.学生生徒災害傷害保険について
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